
長崎県民の森次期指定管理者の候補者決定について 

 
 
1.指定管理者候補者 
  社団法人 長崎県林業コンサルタント 
   会長 中江 勝春(長崎市飽の浦 5-3 菱興ビル 6F)  

 
2.選定経過 
 (1)募集期間 平成 20 年 7 月 1 日～平成 20 年 7 月 31 日 

   (2)応募団体(1 者) 
    ・社団法人 長崎県林業コンサルタント 
 (3)選定方法  

    平成 20 年 9 月 11 日に、外部有識者 4名で構成する指定管理者選定委員会において、 
長崎県民の森の管理運営方針や事業計画等について、申請書の審査を行った。 

 (4)選定委員(4 名)  

学識経験者、森林環境教育団体代表者、森林ボランティア団体代表者、財務関係の専門家 
(5)選定結果 

(審査表及び採点基準は別紙「長崎県民の森指定管理者選考基準」のとおり。) 
・社団法人 長崎県林業コンサルタント 85.75 点(4 名の委員の平均点) ※ 100点満点 

(6)選定理由 
   ・評価のポイントは、85.75(4名の委員の平均点)。 ※100点満点 
・指定管理者として、適任であると判断された。  

(7)議事要旨 
別紙｢選定委員会議事要旨｣のとおり 

(8)事業計画書 
・社団法人 長崎県林業コンサルタント事業計画書 
長崎県林務課において閲覧できます。 

3.今後のスケジュール 
  ①平成 20 年 11 月定例議会に議案提出 
  (「公の施設の指定管理者の指定について」) 
 ②議決後、指定管理者として知事が指定 
 ③次期指定管理期間 
  平成 21 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日(3 年間) 
4.問い合わせ先 
 〒850-8570 長崎市江戸町 2-13 
 TEL 095-895-2988 
 FAX  095-895-2596 
  E-mail:s07090@ma.pref.nagasaki.jp 
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長崎県民の森指定管理選定委員会  議事要旨 

  
日  時：9月 11日（木）13：00～15：30 
場  所：県庁 2Ａ会議室 

1  開会  
２ 事務局挨拶(林務課長) 
3  事前協議 
4  申請者に対するヒアリング 

(1) プレゼンテーション 
     課題：今まで実施してきたことの課題と反省を踏まえての事業の発展性について 
 (2) 質疑応答 
    ①森林セラピーに限らず、地元地域や住民、インタープリターなどのボランティアグループ等 

との連携について。 

○回答 

会議を開催しており、メンバーには遠藤周作館や伊佐の浦の関係者などの地元住民や、 

長崎市や西海市の関係者、インタープリター会員とし、意見交換をしている。 

 ②職員等の教育について。 

   ○回答 

     職員の一部は行政が運営していた時からの職員もおり、上から見る習慣もあったので、 

    おもてなしの考えを持つよう職員に指導すると共に、来園者が安心して県民の森を利 

     用できるよう研修している。 

③インタープリター会との今後の連携について。 

  ○回答 

  インタープリターには森林教育をお願いし、自分達はたけのこほり等の、森での実践 

  活動を実施するようにしている。ただし、インタープリターの予算が少なく、予算を増や 

せば、他の予算を削る必要があり、全体経費との兼ね合いがある。 

④学校、子ども会、育英会などのへの参加の働きかけについては、どのように展開する予定か。

○回答 

   学校への呼びかけは実施しているが、逆に学校に来てくださいとの回答が多い。 

   また、学校の場合、早めにスケジュールを押さえる必要がある。 

   県民の森では、どんぐり教室などを開催しているので呼びかけていきたい。 

⑤県民の森の認知度向上対策について 

  ○回答 

キャンプ場や木工館の利用をＰＲして、県民の森の利用を増やしていきたい。 

  キャンプに来る人は、夕方来て朝帰るというパターンが多いため、県民の森の中で過ごし 

  てもらえるよう、全体的な取り組みが必要である。 

  他の施設の状況を研究していく予定。 

⑥公募申請書を見てみると、収入は年々増える計画であるが、支出は変化がない。 

  なぜか。 

  ●回答 

   支出の殆どが固定経費である。人件費のアップも検討しなければならないが、県民の 



森の収益だけでは無理があるため、一部の経費をコンサルの公益事業での補充も行 

っている。 

⑦県民の森を教育のフィールドとして、教職員にも働きかけてほしい。 

⑧ボランティアの研修体制を整備してほしい。 

 (3) 採点 
 (4) 得点集計 
 (5) 候補者選定 
   指定管理者として、適任であると判断された。 
5 閉会 
 ・今後の指定管理者決定までのスケジュール及び選定結果の公表について説明 
 ・閉会挨拶(林務課長) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


